
 

(2)「第２期伊勢市子ども・子育て支援事業計画」の評価等について 

 

１．第２期伊勢市子ども・子育て支援事業計画概要 

   子ども・子育て支援法第 61 条の規定に基づき、子育て支援施策を総合的、かつ計画的に

推進するため、令和２年３月に第２期計画を策定。 

  ・基本理念 「つながりで 子どもの笑顔と健やかな育ちを実現するまち いせ」(p24) 

  ・重点施策  （１）妊娠期から幼児期の切れ目のない支援 

 (p30)  （２）放課後児童への支援の充実 

   （３）次世代の親の育成 

   （４）子どもたちの笑顔を守る 

  ・掲載事業  妊娠期から思春期を通しての支援 全 77事業、各事業量の見込み 

   （p31～） 

２．令和５年度実績 

  各事業の実績・成果は下記及び資料２-２のとおり 

 77事業 83項目 

項目 項目数 ( ) 内は昨年度の数 

実施・目標達成 66（66） 

未達成 14（16） 

未実施 2 （0） 

事業廃止 1 （1） 
 

 ○主な事業（確保策の設定あり：計画 p61～）の抜粋 

３．令和６年度目標・指標 

計画の最終年度を迎えるに当たり、ＰＤＣＡを意識し、各事業の目標・指標に向けて着実

な実施を進めていく。 

事業 No. 指標 R5目標 R5実績 評価 R6目標 

①妊婦健康診査 1 受診率 100% 98.2% 未達成 100% 

②一時預かり事業 13 か所数 100%、6 か所 100%、7 か所 達成 100%、7 か所 

③子育て短期支援事業 14 か所数 5か所 5か所 達成 5か所 

④延長保育事業（延長、休日） 15 か所数 13,2か所 13,2か所 達成 13,2か所 

⑤病児･病後児保育事業 16 利用数 867人 431人 未達成 864人 

⑥ファミリー･サポート･センター事業 17 提供会員数 90人 67人 未達成 90人 

⑦乳児家庭全戸訪問事業 19 対象者数 680人 646人 未達成 642人 

⑧地域子育て支援拠点事業 22 か所数 7か所 7か所 達成 7か所 

⑨放課後児童健全育成事業 27 か所数 34か所 34か所 達成 34か所 

⑩養育支援訪問事業等 43 実施率 100％ 100％ 達成 100％ 

⑪利用者支援事業 73 か所数 2か所 2か所 達成 2か所 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 11 支給率 100% 100% 達成 100% 

資料２-１ 



４．第２期伊勢市子ども・子育て支援事業計画方針別達成状況 

第２期計画の基本方針に設定した個別施策について、令和５年度までの達成状況の評価･検

証を行った結果、全 77事業 83項目の目標･指標の達成度は 90.4％であった。 

項 目 1. 達成 2. ほぼ達成 3. 未達成 4. 廃止 計 

基

本

方

針 

Ⅰ 妊産婦への支援 5 0 0 0 5 

Ⅱ 乳幼児期の支援 14 3 4 1 22 

Ⅲ 学童期の支援 8 2 0 0 10 

Ⅳ 思春期の支援 4 1 0 0 5 

Ⅴ 妊娠期から思春期を 

通しての支援 
22 16 3 0 41 

総計 
53 22 7 1 83 

63.9％ 26.5％ 8.4％ 1.2％ 100％ 

 ※達成度は資料 2-2 Ⓓ列「１．十分（達成）」と「２．ある程度（ほぼ達成）」を合わせたもの。 

※１事業について２つ以上の課で担当している場合には、担当課数でカウント。 

５．成果指標による評価 

■計画全体の評価指標（アンケート調査結果） 

評価項目 
目標 

（令和 6年度） 
達成状況 

（令和 5年度） 
評価 

①子育てに関して不安や負担を感じる人の

割合 

就学前保護者 45.0％以下 45.2％ 未達成 

小学生保護者 45.0％以下 49.0％ 未達成 

②放課後児童クラブに対する満足度 

（「満足」･「ほぼ満足」の回答を合わせた割合） 
小学生保護者 

全項目 
80.0％以上 

4/5項目で 

80.0％以上 
未達成 

③規則正しい生活習慣のため、子どもが毎

日朝食を食べていると回答した割合 
小学生保護者 90.0％以上 95.0％ 達成 

④虐待を見たり聞いたりしたとき、 

「どこに連絡してよいかわからなかっ

た」との回答割合 

就学前保護者 15.0％以下 13.2％ 達成 

小学生保護者 10.0％以下 11.1％ 未達成 

⑤伊勢市が子育てをしやすい市だと 

思う人の割合 

就学前保護者 80.0％以上 71.7％ 未達成 

小学生保護者 80.0％以上 75.0％ 未達成 

 

６．第３期計画への施策展開 

第 3期計画では、第 2期計画に掲載されたほぼすべての事業を取り組む予定であり、追加の取

組や廃止を検討する施策を含め、次回の会議で第 3期計画に掲載する施策を審議する。 


